
 

「令和２年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の誤りについて 

 
○ 「令和２年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」について、15 ペー

ジの「記載例４」に掲載している「令和２年分 給与所得の源泉徴収票」の各欄のうち、「住宅

借入金等特別控除の額」欄に、下表のとおり誤りがありますので、訂正いたします（赤枠部分）。 

 

誤 

５人以上の控除対象扶養親族及び 16 歳未満の扶養親族がいる場合 

 

 

正 

５人以上の控除対象扶養親族及び 16 歳未満の扶養親族がいる場合 

 

 

○ 「住宅借入金等特別控除の額」に記載される金額は、「21,100 円」となりますので、ご注意く

ださい。 

（注） 国税庁ホームページに掲載している手引は、上記の誤りが訂正された後のものとなって

います。 

記載例４ 
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